
〓

八
一
】
旧
陸
軍
関
係
萌
日
榊
社
会
祀
に

昭^
和
”
年
３
月
１５
日
）

第二紐 昭和ニヒ (一九二二)年 四月二人日から昭和四九 l  ヒ四)年 まで (二 )合 記関係

かぶ

甲

等

号
証

帥
Ъ
慶
瞥
歯
挫
，
社
合

祀

に

つ
い
て

（案
↓

物
．郎
．縞

一　
要
旨一『赫奉岬『嚇『［］簿蔽響一駒仰踏轟一『̈一粋̈̈

一」

こ
れ
が
た
め

。繁
鍾
動麟
晰鱒
罐
動
糖
繋
愛
認
耀
鶏

ら
た
め
て
速
か
に
合
祀
手
続
を
す
る
。

。研勧婿刈諄わ鵡̈
『̈要領については、なるべく速やかに

二
　
要
領

冬

渕
馴

М

輔
管
議鯰
露
斜

蒼蓋
階
級

氏
名

死
亡
年

月

日

死

亡

場

所

区 死
分 亡

螢
地

現
奮
所 遣

　

族
続
柄
氏
名

。い『中ｍ
『̈書Ⅷ
一̈勒輔
勒雛
詢棒雛̈
『軸

護
す
初
『
ψ
年
以
前
に
死
亡
し
た
合
祀
適
格
者
は
す
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合
祀
済
と
解

２
　
世
話
評
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４
業
の
一
案
は
次
の
と
お
り

。を帥漱議論ま『］豪訪”競嗜祀済者について合記済の旨
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覇
鶴嚇鵬弊螺
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辣
鶯
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名
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順
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合
祀
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れ
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こ
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順
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参
界
割
引
証
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交
付
さ
れ
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こ
と
を
考
職
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て
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め
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。

１
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祀
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研
究

２
　
末
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預

３
　
合
祀
資
格
審
査
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嶺

〓
一　
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合
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５
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、
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四
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、
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一
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九
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五

二七

満 支 工 満 支 重 満 =ュ 満 支 亜 浦 支 璽 満 文 ェ

九

二番菫 |

昭
和
　
　
　
年
　
　
　
月

　
　
　
町
「
‐
‐

コ
切

正企

動

功

。鷹鰤疇潮け̈
靖̈
論続摯麺蹴っぃては速かに研究「引川団
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エ
ハ

轍
断
持
謗
錮
麒
鶏
赫
瞳
韻
願
睡

一
、
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一
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一
月
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所

靖
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念
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質
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名
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場

援

護
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板

垣

復

員
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長
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田

事

務
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長

解
亀
亀
♂
諮
鰤
　
　
不
　
破
　
　
　
博
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池

口

権

富

司
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鈴

木

願

宜

同

　

　

　

ホ

曽

主

典

、會
合
の
目
的

昭
和
三
十
一
年
度
政
府
予
算
に
朝
歿
著
調
査
費
四
八
〇
寓
回
の
計
上
見

通
し
が
出
来
た
の
で
靖
国
神
社
合
祀
事
務
の
状
況
を
聴
取
し
打
合
せ
の

為
来
社
す
．

一
、
先
づ
神
社
側
よ
リ
ヨ
在
の
合
記
事
務
に
つ
い
て
説
明
す
．

一
、
板
垣
課
長
よ
り
復
員
認
案

別^
紙
）
の
籠
明
あ
り
。

一
、
打
合
の
結
果
大
要
た
の
通
り
．

Ｌ
神
社
保
有
の
既
合
祀
名
票

未^
作
製
の
も
の
は
一
復
と
神
社
で
分
担

件
製
す
る
）
を
各
県
に
送
り
各
県
の
原
簿
に
登
録
す
る
。

と
事
務
の
進
鶴
順
序
及
び
分
〓
は
概
ね
別
紙
一
復
案
に
基
く
、
但
し

一

復
に
於
て
各
県
の
実
状
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括
捏
し
更
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検
討
を
加
べ
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こ
昭
和
三
＋
一
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十
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十
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号
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八
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第
一
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■
年
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曰
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満 支 亜

一
０
二

一
〇
五九

段貫餞 「コ

第

お∫

靖国神社合記事務処理要領 (案)

♀
都道府県

(海軍関係機歳月)

〓

人
二
】
政
府
予
算
戦
歿
者
調
査
費
関
連
環
回
神
社
合
祀

事
務
打
合
状
況

（昭
和
■
年
１
月
２３
日
）

原簿ぼ銹
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第二翅 距利‐L(一九二■)年四月]ヽ日から昭和四九 ←―九七四)年まで (二)合配閲務

【84】隕筐軍関係 靖国神社合記事務儘力警欄 (案)((昭和 31年〕1月 25日)
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０
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０
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■
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Ｓ
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４
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２
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ｉ
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／
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＾
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／
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０
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０
．

卜

蟹
燿
め
唸
ロ

Ｆ
“
“，
９胃
２●
メ
眸
〔
辮
ダ
な

２

　

量

薔“
ヨ
録
夢
摯
躍
蓼ｆ
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０
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０
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Ｆ
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口
な
ど
り
く
‘
渉
●
芝
螢
●
０
∠
せ
よ
ヱ
２
７
じ
織
０
　
こ
正
“
請
け
禅
ａ
ｒ
丼
す
予

口
に
つ
浮
を
ガ
の
´
撼
‘
久
●
し
た
も
´
と
こ
夕
よ
フ
．
０
る
，
滲
′
晨
こ
の
に
■
に
つ
］
２
●
あ
た
だ

せ
ラ
“
´
こ
て
，
■
●
ラ

，

口
”
直
オ

エ
）
工
″
誘

●
手
移
ヤ

′
度
菫

瞑
●
が
ら
ｉ

Ｘ
椰
エ
レ
リ

，
甥
つ
　
し
か
し
，
′
，

こ
あ
暫

ウ

″
資
量
に
”

し
“
け
ソ
つ
こ
妥
，
■
■
に
聾

′
Ｆ
Ｏ
Ｆ
‘
■
■
猛

ヌ
に
ズ
雲
せ
シ
正
、
ア
イ
タ
″
議
立

・零
予
″
″
彙
躍
に
つ
ロ
マ
は
し
か
０
こ
僚
ヤ
‘
ナ
，
し
”
‘
ょ
う
”
婦
み
α
お
，
“
〓
“
う
ｚ
‘
″
‘
タ

ｔ
●
メ
″
７
あ
ラ

ニ
　
´
●
´
，
■
／
っ
¨
ｔ

聖

場

口
，

筋

´
　
三
十

一
筆
崚
“
ｆ
夢
に
っ
０
マ

■
　
三
十
´
望
ま
”
Ｖ
，
に
，
け
う
丼
ゴ
Ｃ
ヽ
ｏ
´
つ
は
　
ォ
た
に
孝
，
ク
ス
″
υ
基
　
ヽ
壼
”
首
‘
蘇
サ
イ

●
ψ
吼
だ
〓
∠
ｒ
た
，
ス
　
え
，
７
入
し
だ
晨
ヽ
ク
瞬
た
′
‘
う
々
≧
〓
ど
　
そ
の
‘
´
け
素
繊
率
誓
米

―
夕
満
に
ヽ
け
，
ぶ
手
，
そ
〓
ω
湾
を
に
，
´
わ
か
ラ
ｔ
り
う
〓
￥
で
あ
´

■

●
ａ
ら
い
″
κ
ク
ロ
マ

諄
篠
″
口
″
持
　
を
え

η
蓼
ラ
‘
綬
拮

ぅ
Ｏ
χ
ｉ
輩

２̈
薇
鍛
Ｆ
ｒ
球
０
多
の
で
け
ケ

”
　
撼
■
さ
メ

マ

，
κ
千
た
も
二
重
ら
，
っ
た
め
の
掟
■
で
修
げ
Ц
ピ
，
シ
´
”
　
こ
“
′
ｒ
”
Ｆ
ｒ
ａ
２
モ
■
■
獅
ｒ
―^――

て
い
う
へさ
は
り
棘
で
あ
つ
″
●
∠
′
ヽ
″
”
‘
Ｌ
●
颯
巌
ス
カ
グ
絆
を
，
イ
χ
凛
〓
”
　
く
”
Ｆ
ｒ

に
ｎ
，
ラ
〕
一
，
”
ガ
′

，
た
」
母
ス
〓
■
て
お
●
諫
み
′
５
こ
と
パ
´
Ｌ
で
”
り

菫
イ
外
　
部
群

Ｌ̈
つ

リ
ク
の
■
重
法
洸
３
″
嵐
′

ダ̈
嗅

で
”
´

２
‘
に
曇
輩
ι

●
．

●

●
ツ
π
が
２
，
晨
ド
　

一
破

に
飛
薇
´ヽ

鷲
栞
う
輌
黄
重
立

し
　
で
■
い
ば

ご
曝
ｒ
滋
履
一簾
ι
κ
綺
―

だ
０
´
之
す
０
●
‘
′
撻
看
‘
力

″
夕
は
，

“
一　
″

絆
箋
‘
増
錮
準
テ
ィ
ク
ロ
２
ｔ
　
面
耐
一し
，
も

り
　
‘
六
●
た
０

の
　
織
‘
め
Ｆ
“
ξ
´
キ
の

■
Ｆ
´
口
″
´
前
´
”
ク
ロ
錮
●
´
‘

け
　
燿
贅
ス
　
ρ
●
ス
諄
‘
場
′
●
す
季
Ｆ
ａ
”
療
は
ゼ
“

う
こ
と
の
“
嗜
に
に
つ
″
ｔ
ｒ
ａ
ｔ

宅
瞑
場
の
減
口
ｚ
こ
ち
で
あ
多
ラ
．
嗜
ル
や

Ｅ^
“
薔
“
Ｘ

千
■

上
の
）
Ｋ
２

，
ま

で
，
”
‘

へ
つ
′
”
，
´
多
　
輌
′
一風
Ｆ
お
●
マ
“
子
´
”
，
檜
ス
■
者
一０
が
う
′
そ
こ
戴
，
こ
蕪
，

コ
硼
す
“
Ｆ

２
の
■
贅
■
″

て
´
ｆ
峰

で
，
υ
∠
ｔ
″
々
，
Ｍ
●

談
ぶ

′
資
求
場
襴
，
メ

に
菫
に
颯
ｅ
ｒ
力

ｏ
●
ヤ
，
ド
●
η
遮
Й

わ
減
豪
２

ラ
曰
″

％
υ
′
ま
し
，

多

医
“
θ
ラ
４
警
薔
Ｆ
，
け
７
カ

の
イ
秀
κ
‘
う
メ
蜂
致
‘
驚
７
●
４
弐
り
′
熙
“
撃
Ｆ
重
午

‘
川
て
り
う
”

し
わ
，
や
′
輌

く
”
　
一
ち
ぽ
拌
み
工
〓
臓
駁
（頂
ｉ
絆
‘
蟷
覆
■

■
，
，
澪

賊

Ｆ
燿
〓
〓
■
●
ラ
，
そ
暢
多
′
８
２
多
．

ヨ

清
‘
Ｆ
ａ
″
猜
場
，
巌

入
ｔ
ａ
ｔ
舞
ｒ
つ
ロ
マ



Ｔ
一二
一
】
別
紙
０
　
靖
国
神
社
合
記
に
つ
い
て
将
来
問
題

と
な
る
事
項

（昭
和
３３
年
４
月
８
日
）

靖
国
神
社
合
祀
に
つ
い
て
将
来
問
題
と
な
る
事
項

３３

４

８

復

員

課

昭
和
三
十
四
年
ぶ
季
以
降
に
合
祀
す
べ
き
著

ｌ
　
軍
人
軍
属
で
将
来
死
亡
公
報
を
発
令
さ
れ
る
著
　
　
　
　
一二
万
柱

２
　
軍
人
軍
属
で
一
部
資
料
不
明
の
た
め
調
査
中
の
著
　
一一万
工
千
柱

３
　
軍
の
要
請
に
基
い
て
戦
間
に
参
加
し
た
も
の
で
将
来
そ
の

事
業
が
確
認
さ
れ
る
者

主^
と
し
て
沖
縄

一
部
満
洲
）
　

一〓
万
注

将
来
合
祀
す
べ
き
か
否
か
を
決
定
す
べ
き
者

１
　
軍
人
事
属
内
地
の
公
務
死
亡
者

戦^
死
戦
傷
死
者
を
餘
く
）

２
　
軍
人
軍
属
内
地
の
肢
読
関
連
死
亡
者
　
　
　
　
　
　
一二
万
”
青
鐵

０
　
国
家
総
動
員
法
に
基
く
徴
用
協
力
中
の
死
亡
者
　
　
　
　
一
万
柱

４
　
国
民
義
勇
隊
の
死
亡
者

主^
と
し
て
広
島
に
お
け
る
原
爆

死
亡
著
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
方
五
十
泄

５
　
青
少
年
蓋
男
欧
死
亡
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一千
ｔ

ｌ
　
”
別
末
婦
還
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
千
奎

出 場 曰

甲
場
一Ｎ
号悪

ヨ

鶉

副

劃

劃

劃

合
記
基
準
に
関
す
る
打
合
會

（第
四
田
）

時
　
　
　
　
　
　
昭
和
三
十
二
年
四
月
九
日
午
後

一
時
よ
，

所
　
　
　
　
　
　
靖
巨
神
社
々
獲
所
書
院
ノ
間

席
　
　
　
　
　
　
厚
生
省
引
場
援
護
局
復
員
謙

（旧
陸
軍
）

二
清
事
務
官

奥
峯
事
務
官

同
　
　
　
業
務
第
二
課

（旧
海
軍
）

阿
部
事
お
官

大
塚
事
務
官

神
社
側
　
　
　
　
　
池
回
権
宮
司

坂

本

燿

重

鈴

木

瀬

宜

木

営

主

奥

阿

部

嘱

託

鷹
聴

牟^
贅
会
）
　
　
岩
菫
事
務
総
長

名

彗

課

長

小

脇

際

長

今

村

課

長

中

村

課

長

藤

丼

主

事

、本
書
は
昭
和
三
十
二
年
十
日
合
記
の
基
準
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

え
，
旧
陸
軍
関
係
と
し
て
一
夕
で
在
製
の
来

（別
紙
第
こ

に
基
い
て

三
浦
事
務
官
よ
り
説
明
買
疑
應
答
の
要
旨
左
の
通
り
。

第
一
類
　
従
来
の
基
準
に
該
当
す
る
も
の
の
残
数
に
属
す
る
も
の
で
あ

２

つ

。

第
二
頚
　
軍
人
の
み
に
つ
き
取
扱
ふ
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
が
軍
属
に
つ

い
て
は
如
何
．

０
第
二
遷
に
合
め
る
こ
と
に
す
る
．

第
二
類
　
原
来
の
要
旨
は
外
地
贅
病
の
時
期
等
調
査
が
困
難
で
あ
る
か

ら
退
職
後
三
年
以
内
の
も
の
と
し
た
。

Ｏ
従
来
は
発
病
後
二
年
以
内
と
な
つ
て
あ
る
か
ら
現
段
階
と

し
て
は
こ
の
範
囲
内
に
■
め
る
を
可
と
す
．

０
右
に
決
定
す
る
。

第
四
頚
　
朝
鮮
、
台
湾
、
樺
太
は
内
地
扱
と
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
今
の
段

階
と
し
て
は
こ
の
中
に
含
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
如
何
。

③
第
四
類
よ
り
除
き
第
五
類
の
乙
内
地
の
次
に

（朝
鮮
　
台

湾

・
樺
太
）
を
挿
入
す
る
こ
と
，
す
る
。

但
し
国
境
地
常
で
特
別
加
算
を
付
け
ら
れ
て
み
る
も
の
が

あ
る
。
こ
れ
は
該
当
す
る
こ
と
ヽ
す
る
．

第
■
類
の
丙
　
戦
犯
者

（Ａ
級
は
一
復
関
係
で
な
い
）
Ｂ
級
以
下
で
個

別
審
議
し
て
差
支
へ
な
い
程
度
で
し
か
も
日
立
た
な
い

よ
う
＾
Ｅ
祀
に
入
れ
て
は
如
何
。
神
社
側
と
し
て
研
究
し

て
欲
し
い
。
全

復
側
意
向
）

０
神
社
側
と
し
て
は
総
代
會
に
相
一談
し
て
見
る
。
そ
の
上
で

更
に
打
合
会
を
園
き
度
い
。

右
を
除
い
て
は
別
紙
第
二
が
残
る
、
そ
の
中

「
こ

は
贅
料
の
整
備
を

，
つ
て
昭
和
三
十
四
年
春
季
以
降
に
合
祀
可
能
な
る
も
の
で
あ
る
、

コ
一」
は
今
後
決
定
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

次
に
昭
和
二
十
六
年
六
月
一
日
以
降
死
歿
者
を
ど
う
す
る
か
。

①
　
池
田
橿
富
司
　
昭
和
二
十
六
年
六
月
一
日
よ
り
同
三
十
二
年
二
月

二
十
一
日
迄
の
死
歿
者
に
つ
い
て
は
招
魂
式
を
執
行
レ
　
昭
和
三

十
二
年
十
月
合
祀
致
し
度
い
か
ら
そ
の
資
料
撻
画
を
希
望
す
る
．

両
復
　
　
読
承

二、
旧
海
軍
側
と
し
て
阿
部
事
務
官
よ
り
説
明

１
、
海
軍
は
従
来
の
基
準
内
の
も
の
で
な
の
通
，
十
月
合
記
予
定
と

し
て
名
票
整
備
す
る
。

一
¨
　
・

¨
一

〇 〇 〇。
¨
¨
　
一
　
一三
ハ
　
Ｏ
Ｏ
Ｏ

２
、
■
つ
て
従
来
の
基
準
の
も
の
が
中
央
　
一二
、
０
０
０

横
濱
一
五
、
Ｏ
Ｏ
Ｏ
程
度
残
る
の
で
こ
れ
を
昭
和
三
十
四
年
四

月
合
記
と
し
た
い
。

３
、
尚
朝
鮮
●
台
湾
出
身
者
を
昭
和
三
十
四
年
四
月
合
記
出
来
る
よ

う
名
票
準
備
を
行
ふ
一■
，
で
あ
る
．

４
、
陸
軍
側
も
準
備
す
る
こ
と
ヽ
す
る
。
舎
一濾
〉

５
、
特
攻
兵
器
に
よ
る
方
職
者
は
昭
和
二
十
二
年
六
月
十
日
附
　
人

事
部
長
よ
り
の
通
知
に
よ
つ
て
既
に
合
祀
の
対
象
と
し
て
ゐ
る

こ
と
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
資
料
を
整
べ
て
出
来
る
だ
け
早
い
時

期
に
合
祀
を
希
望
し
て
ゐ
る
。

特
攻
兵
キ
の
一ヽ
議
如
何
。



第二期 昭和二七 (一九五コ 年四月コ 日ヽから昭和四九 (一九七四)年 まで (二 )苔 祀関係

〓、
質
後
審
議
を
必
要
と
す
る
資
料
に
つ
い
て

こ
の
段
階
に
バ
て
は
各
県
世
話
課
及
び
各
地
方
復
員
部
に
残
存
す
る
末

合
祀
資
料
の
全
部
の
提
出
を
求
め
、
恒
々
に
つ
き
審
議
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
ば
れ
る
．

例
　
　
肛

（内
班
と
は
朝
鮮
、
台
湾
、
関
東
州
を
含
む
）

〓
内
地
罹
病
内
地
死
歿
者

外^
地
発
病
内
地
在
郷
死
で
三
年
経
過

者
）

２
内
地
に
於
け
る
演
習
訓
擦
中
死
亡
者

■
責
任
自
殺
者

終^
戦
前
後
）

４
法
務
死

（戦
犯
を
合
む
）

Ｌ
沖
縄
　
南
洋
の
一
般
邦
人
戦
閣
協
力
者

●
朝
鮮
　
台
湾
人

４
董
勇
隊
員

戦^
闘
参
加
者
以
外
の
も
の
）

ヨ
コ
■
之
劃
劃
∃

別^
紙
第
二
）

一
復
側

第
二
項
中

第
５
号
に
つ
い
て
は
、　
一
複
と
総
菫
府
と
充
分
談
含
し
て
昭
和
三
十
三

年
＋
月
合
記
予
定
と
し
て
資
料
の
提
出
が
出
来
る
よ
う
に
す
る
。

神
社
側
か
ら
の
連
絡
総
理
府
へ
出
向
し
な
く
て
も
よ
い
。

一月
書
は
固
有
の
肩
書
に
し
た
い
と
の
現
地
の
要
望
が
あ
る
。

沖
縄
波
上
自
々
司
も
空
爆
に
て
死
亡
し
て
い
る
。
こ
れ
等
に
つ

い
て
０
資
料
は
総
理
府
で
，
つ
て
い
る
と
思
は
れ
る
が
こ
れ
に

つ
い
て
は
一
復
側
の
所
管
で
な
い
―
―
‐神
社
側
で
別
途
に
当
る

必
要
が
あ
る
。

第
６
号
に
つ
い
て

援
護
法
上
の
戦
闘
参
加
者
の
範
囲
は
広
範
囲
で
あ
る
か
ら
法
■

の
数
字
で
あ
る
八
、
二
〇
〇
の
中
約
二
千
程
度
が
合
祀
菫
国
の

も
の
で
あ
る
。

第
７
号
に
つ
い
て

こ
の
数
字
の
も
の
は
、
国
家
総
動
員
法
の
一
環
と
し
て
主
と
し

て
広
島
縣
知
事
増
揮
命
令
下
に
あ
つ
て
疎
開
在
業
に
従
事
し
て

い
た
も
の
で
あ
つ
て
合
祀
基
準
内
に
殆
ん
ど
該
当
し
な
い
も
の

で
あ
る
。

こ
の
種
の
も
の
は
、
民
防
空
法
　
消
防
法
に
よ
り
出
動
し
て
死

亡
し
た
者
と
の
関
連
も
あ
っ
て
甚
だ
問
題
を
残
す
も
の
で
あ
る
。

第
３
号
に
つ
い
て

七
、
八
〇
〇
の
内
約
四
、
Ｏ
Ｏ
Ｏ
は
合
祀
基
準
に
該
当
す
る
０

の
で
あ
る
。
該
当
者
の
内
容
は
学
徒
、
女
子
挺
身
隊
員

軍 人 軍
身
分

(地  内) (11  夕い    地   戦
地
嬌

一
公
務
素
定
資

戦
地
発
病

内
地
死
歿

〓、内地　療姉

請  裁

求  定

、却
下
載
定
済

一
、
四
条
二
項
裁

定
済

一
未

」、
未

援

　

議

　

決

Ｌ
戦
後

事^
変
）
に
直
接
関
連

あ
る
も
の

２
右
以
外
の
も
の

を 1

郷 隊

死 死

〓
遺
族
よ
り
請
求
が
出
な
い
も

の資
ヽ
は
在
雹
ｒ
に
あ
る
。

〓
資
料
不
充
分
又
は
審
議
中
の

も

の

ヽ
戦
前
は
ネ
合
耐

ａ
終
域
後
は
資
料
不
充
分
の
た

め
賢
輌
せ
ず
．
従
つ
て
合
記

さ
れ
て
層
る
も
の
が
あ
る
．

死
因
　
脳
毯
血
　
心
臓
麻

庫
、
冒
潰
瘍
等

Ｌ
撻
捩
関
係
で
受
お
権
が
無
い

も
の
又
は
無
く
な
つ
た
も
の

２
花
歿
事
由
に
よ
る
も
の

個
人
審
議

従
来
樹
ね

合
祀
し
あ

ら
ず

概

ね
合

姦

拇

人
審

議

個
人
審
議

適
用
の
時

期
等
要
研

究 合

　

　

顧

個

人
審

議

研

究
結

果

他  共      属  軍  準 属

地  外  内 地 外 内

、
そ
の
他

一
般

邦
人沖

　
　
縄

南

　

洋

一、特
別
未
帰
撻

著 、原
　
　
　
爆

学
徒
動
員

令

に

よ

り

徴
層
さ
れ

た

学

徒

学^
校
章

位
）

、戦
関
参
加
青

一、義
　
勇
　
区

、徴

　

　

月

Ｌ
軍
直
結
エ

場
乙
間
核
管
理

工
場

、漱
　
藩
　
死

、査
に
自
攣
者

こ
れ
か
ら
資
料
目
査
す
る
も
の

海 海 陸

軍 軍 軍

二
四
、
Ｏ
Ｏ
Ｏ

五
、
０
０
０

七
、
０
０
０

終
戦
毯
ソ
速
中
央
が

一
級
邦
人

を
強
制
労
役
に
使
用
し
た
者
の

中
、
死
亡
し
た
も
の
を
云
ふ

1
直

崚
　
工
　
場

事
属
に
な
つ
て
あ
る

接
　
工
　
場

微
日
者
と
な
つ
て
あ
る

2_
閲

軍
腐
の
身
分
を
，
与
さ
れ
て
ゐ

る
．
軍
一属
の
身
分
を
付
与
す
る

こ
と
が
出
来
る
状
態
に
あ
る

現^
在
は
徴
月
著
）

Ｌ
陸
　
密
　
軍
　
民

２
無
　
給
　
軍
　
属

満
州
蘭
拓
国
は
陸
密
軍
属
と
し

て
戦
闘
参
加
者
に
入
つ
て
お

る
．　
従
つ
て
本
項
は
開
輌
団

以
前
の
議
勇
隊
員
で
あ
る
．

Ｌ
軍
法
会
議
死
刑
著
及
び
獄
内

病
死
著

ａ
戦
犯
処
刑
者
及
び
病
え
者

終
戦
直
前
後
の
も
の

校
　
　
騎

合
　
　
冦

肩
書
を
ど

う
す
る
か

合

記

肩
書
を
ど

う
す
る
か

合

　

祀

肩
書
を
ど

う
す
る
か

概
ね
合
祀

不

合

祀

不

合

祀

後
曰
訟
議

個
人
客
譲



|:1

義b
雪
一五
六
】
〔
別
経
第
二
」

法
務
関
係
死
亡
者
に
関
す
る
説

明
資
料
〕
東
条
元
大
将
と
の
会
見
記

（^昭
和
“
年
ｍ
月
１３

日
》

「別
紙
第
一こ法

務
関
係
死
亡
者
に
関
す
る
説
明
資
料

昭
和
三
十
三
年
せ
月
九
日
役
員
會
鷹
■

別
持
援
饉
局
次
長
美
山
要
職
氏
よ
り
説
明

東
条
元
大
将
と
の
会
見
記
　
　
　
　
　
　
美
山
要
蔵

二
〇
、
人
、
二
七

前
　
崎

工
午
■
司
に
無
断
に
て
用
賛
に
東
条
大
将
を
訪
う
。

卸卸̈
囃中嗽蒻動諭かｒ囃切衆”るヽ
董』隔い藝ど議輸拉と．策

鐵わｍ鯖趙動̈
いわな弗鱚れな耐摯灌嗜ばれて野菜許りの五日

「今
後
も
大
勢
を
大
観
し
て
や
つ
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
先
づ
第

一

に
皇
室
の
問
題
で
あ
る
。
国
民
の
怨
嘘
の
的
と
な
ら
ん
よ
う
に
せ
よ
．

終
戦
に
つ
い
て
議
論
は
あ
る
も
、
段
々
処
理
が
進
む
と
戦
争
継
続
よ
り

も
苦
し
い
こ
と
も
出
来
て
く
る
が
、
御
聖
断
を
此
の
如
し
と
思
わ
せ
て

は
な
ら
ぬ
．
全
責
任
は
、
捕
腐
、
補
案
者
が
負
う
如
く
す
べ
き
で
あ
る
．

然
ら
ぎ
れ
ば
皇
萱
が
消
滅
す
る
迄
な
く
こ
と
と
な
る
度
が
あ
る
．
次
に

軍
の
統
刺
は
館
猿
奉
戴
に
あ
る
。　
一
糸
素
れ
ざ
る
姿
で
清
い
姿
を
以
て

武
装
解
餘
に
応
ず
べ
き
で
あ
る
。

次
に
靖
日
神
社
の
処
置
で
あ
る
が
こ
れ
は
永
久
に
存
続
す
る
．
御
親

聯
¨
黎
時
撫
い
一
一
¨
¨
一
一
一
』
』
『
¨
榊
櫛
７
］
崚
幸
に
期
一
盛

。

共
産
主
ま
の
覇
資
を
極
力
防
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
．
即
ち
戦
争
過

程
に
於
て
は
日
ソ
支
結
合
に
て
米
英
に
対
抗
せ
ん
と
し
た
こ
と
も
あ
る

が
、
降
伏
せ
る
故
に
こ
ゝ
に
転
換
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ン
速
に

損
態

を
皇

す

る

は
不
可
、
英

米

と
●

み
、

ソ
連

に
対

抗

す

べ
き

で
あ

る
。

自
由
主
義

は
尚
共

産
主

義

よ
り

も
可

な
り

で
あ

る
。

敗

れ
た
り

と

雖
本

戦

争
が
国

際
道

義

に
立

つ
た
戦

争

な
り
と

の
印
象

だ

け
は
後
世

に
残

さ
ね
ば

な
ら

ぬ
．

為

之
構

洲
日
皇
帝

、
総

理

の
取
量

に
注
意

す

べ
し
。

比
島

大
総

領

も
我

手

に
ぶ

て
保
護

す

べ
し
　

之

を
敵

手

に
要

す

る
な

ら
ば
、

小
日
本

と
な

る

で
あ

ろ
う
。

作
戦
的

に
将
来

の
観

察

を

す

れ
ば

、
米

国

は

日
本

の
静
議
を

推
綺

す

る

で
あ

ろ
う
．
英

の
真

意

は
米

は
将
来

ソ

と
戦

う

こ
と

に
な

る
と
考

え

て
居

り
、

米

は
大

陸

に
手
を

つ
け

ん
と
し

て

い
る
。
恐

ら
く
米
は

ソ

の

悛

復

に
先

だ

つ
て
ソ
を

や

つ
つ
け
る

で
あ

ろ
う
。
内
地

及
南
鮮

は
米

の

航

空

基
地

と
な

る
で
あ

ろ
う

。

今
後

に
処

す

る

の
道

は
身

心

の
健

全

を
保
持

す

る

に
あ
る
．

次

に
戦
争

責
任

者

に

つ
い
て
述

べ
る
。

売
来

戦
争
責

任
者

は
あ

つ
て

も
戦
争

犯
罪

者

は
な

い
。
両

し

て
そ
れ
は
陛

下

で
は
な

い
。
彼

が
要
求

し

て
来

た
ら

之

に
応
す

べ
き

で
あ

る
。

応
じ

方

で
あ

る
が
小

さ

い
者
迄

行
く

の
は

不

可

で
あ

る
。
小
物

が
相

手

に
な

る

の
は
不
可

で
あ

る
。
東

条

一
人

と

い
う
な

ら
ば

こ
れ
は
世
界

的

に
も
明

か

で
よ
し
．
岡
村

、
寺

内
は
局
部
的
費
揮
官
で
あ
る
。
切
盗
、
強
盗
は
犯
罪
者
で
あ
る
が
戦
争

責
任
者
は
お
罪
者
で
は
な
い
。

桧
護
独
識
れ
望
鶴
％
鱒
謹
蕊
詳
翻
墨
〔

ぬ
。
国
威
を
損
し
な
い
．
枚
に
敵
の
裁
判
は
受
け
な
い
。

自
分
は
陛
下
に
代
る
た
に
ネ
爵
を
辞
し
な
い
。
大
き
な
形
で
国
に
代

る
の
で
あ
る
．

最

近

自

害

者

が

多

い

が

、

陛

下

の
大

御

心

を

伝

え

て

、

復

興

に
，

カ

さ

せ

る

が

よ

い
。

そ

の

よ

う

に

説

得

せ

し

む

べ
き

で
あ

る

。
」

が
諭
瑶
襲
罐
ヅ
性
鶴
ｊ
詳
稀
聾
珪
‰
制
饉

感
で
は
、
「
や
る
な
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ

つ
た
．

附
　
記

之
よ
り
先
終
戦
直
後
に
高
大
将
か
ら

「
今
度
の
戦
争
は
道
義
の
戦
争

で
あ

つ
た
。
だ
か
ら
今
は
日
本
を
侵
略
国
と
が
何
と
か
言
う
が
、
日
本

と
し
て
は
大
東
重
戦
争
が
遺
装

の
戦
争
で
あ
り
、
自
衛

の
た
め
の
戦
争

で
あ

つ
た
と
い
う
こ
と
を
後
世

に
伝
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
方
法
は
二

つ
ぁ
る
。

一
つ
は
臨
時
国
会
で
陸
軍
大
巨
が
実

の
旨
を
堂
々
と
述
べ
て
議
事
録

に
残
す
こ
と
、
他

の

一
つ
は
戦
争
責
任
者
が
潔
く
戦
争
裁
判
を
受
け
て

裁
判
記
録

に
そ

の
事
を
留
め
る
よ
う
に
す

べ
き
で
あ
る
。
」
と
聞

い
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
下
村
大
臣
が
戦
争

の
終
綺

に
方
り
議
会

で
，
菫
な
る

釈
明
陳
謝
を
さ
れ
た
の
で
残
さ
れ
た
道
は
一
つ
し
か
な
く
な
つ
た
の
で

あ
る
。
勿
論
下
村
大
臣
は
ま
心
か
ら
陸
軍
の
韮
を
謝
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

当
然
で
あ
り
、
■
下
村
大
臣
の
熱
識
あ
ふ
る
る
、
声
涙
共
に
下
る
陳
蘭

に
は
多
く
の
議
員
違
も
、
下
村
大
臣
の
手
を
握
，
て
、
「陸
軍
の
気
持

は
よ
く
判
つ
た
。
も
う
重
ね
て
陥
び
る
必
要
も
な
い
。」
と
言
つ
て
円

来
陸
軍
の
責
任
追
及
の
手
は
ゆ
る
ん
だ
の
で
あ
る
。
自
分
は
何
と
か
東

条
大
将
に
裁
判
を
受
け
て
貨
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
つ
て
会
い
に

行
つ
た
の
で
あ
る
が
、
東
条
大
将
の
言
行
か
ら
そ
の
見
込
か
な
く
な
つ

た
の
で
、
こ
れ
は
一
人
事
で
あ
る
。
然
し
私
の
首
で
続
憲
さ
せ
る
見
込

も
な
い
と
考
′
て
黙
つ
て
帰
，
て
す
ぐ
下
村
大
臣
に
報
告
し
た
。
大
巨

は
そ
れ
で
は
自
分
が
会
つ
て
確
か
０
よ
う
と
い
わ
れ
て
翌
日
二
時
間
近

く
も
市
ケ
谷
の
大
臣
室
で
懇
談
し
た
の
で
あ
る
が
、
東
条
大
将
の
決
意

は
牢
国
た
る
も
の
が
あ
り
　
逮
に
続
意
さ
せ
得
ず
、
気
に
も
う
一
回
会

の中̈
腋』̈
熱か処”師師ヽ
なるない嘘経難』熊難諏̈
褻稀

つ
た
の
で
あ
る
．
こ
れ
は
結
一果
的
に
見
て
日
本
の
た
め
に
幸
で
あ
つ
た
。

ε
号
ヽ子'

',適よ



算二期 昭和二七 (一九二二)年 四月二人日から昭和四九 (一九七四)年 まで (二 )合 祠賛係

凄
，

北
白
川
　
祥
　
子

油

田
　

　

清

舘
　
　
哲
　
二

佐
々
木

月
　
一

高
　
精
　
龍
太
郎

小

泉

信

三

人

谷

正

，

小
谷
野
　
伝
　
蔵

欠
席
　
石
　
捩
　
泰
　
一二

病
欠

ホ
　
　
利
　
蔵

神
社
側

筑

波

宮

司

池
　
田
　
獲
富
司

坂

本

櫂

宣

鈴

木

鷲

宜

木
　
會
　
Ｉ
　
奥

細

丼

主

奥

率
賛
会
　
若
重
事
務
標
長

援
護
局

実

山

次

長

口
　
島
　
事
務
官

〓
一　
浦
　
事
務
官

重

鱚

諄

曜

い
み

鶉

務
官

曾

ユ

三
　
質
疑
応
答

質
■
第
十

一
項
及
び
第
十
二
項
は
将
来
授
護
法
の
取
扱
ひ
が
な
さ
れ

難

豚♂
Ｌ
ア
．ぎ

議
“

Ｔ
一
工
ｔ
】
将
来
靖
国
神
社
に
合
祀
す
べ
き
か
否
か
を
決
定

す
べ
き
者
に
つ
い
て
の
説
明
会
記
録

＾
昭
和
“
年
１２
月
９

日
ピ将

来
靖
国
神
社
に
合
祀
す
べ
き
か
否
か
を
決
定
す
べ
き
者
に
つ
い
て

の
説
明
舎
　
記
録

‘
，ｔ
総
機
会
当
日
引
場
援
護
月
関
係
者
を
招
き
説
明
会
実
施
―
‘

日
　
時
　
　
昭
和
三
十
二
年
十
二
月
四
日
午
前
■
時

場
　
所
　
　
策
国
筆
社
々
務
一，
書
院
ノ
間

出
席
　
　
　
　
　
　
　
総
代

る
見
込
み
あ
り
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
池^
田
澪
代
）

笞
２
検
討
中
で
あ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
美^
　
　
山
）

質
，
予
算
は
あ
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
池^
田
総
代
）

賛
鷲
就
摯
雛
鍵
議慇
い憐
ｔ
羅
‥
課

答
０
既
め

に
協
力
し
た
と
云
よ
実
証
は
わ
か
ら
な
い
」
哨

様
の
種
昨

下
に
な
つ
て
死
亡
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
は
れ
る
者
の
意
で
あ
る

答
■
七
オ
迄
の
著
で
積
極
的
鶴
力
者
は
援
護
法
上
裁
鷹
一

る
こ
輛
』

先
月
頃
決
定
し
た
ば
か
り
で
あ
る
．

即
ち
第
十

一
項
は
消
極
的
協
力
者
を
云
ふ
の
で
あ
る
。

質
●
第
十
二
項
の
強
制
疎
関
中
栞
船
し
た
船
は
対
島
丸

（』
思
ふ
剌
ｒ

答，ｍ∞痛ｍ秒̈
％ではないか　　　　　　　^
岩　　重）

死
亡
し
た
も
の
は
七
〇
〇
名
で
あ
る
　
　
　
　

三^
　
　
浦
）

質
０
第
十
二
項
の
場
合
内
地
で
疎
開
中
そ
の
他
の
犠
壁
者
と
の
差
あ

四ヽ
帰」］い帥な」】邊臓」識奉（』ずはな
いが）^嗽^谷総雌一

で
は
戦
争
漱
莉
処
刑
者
に
つ
い
て
の
説
明
を
ど
う
ぞ
．

五
、
別
冊
０
に
蕃
い
て
回
島
事
務
盲
よ
り
説
明
す
。

　

　

（富
　
　
司
）

奉一↓耀章断諭「費̈
“峨弓』のですね
（ほつとし^稀』げ哺一

八躍
嚇
端
豪̈
幹
望
粗
聰顆

し
て
頂
く
こ
と
と
な
る
と
思
は
れ
る
か
ら
よ
ろ
し
く
願
ひ
度
い
。

で
は
こ
れ
で
こ
の
会
を
終
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
営^
　
　
司
）

以
上



甲

第
ガ=期  昭和二七 (一九二つ 年四月二八日から増和四九 (一九七四),ま で (二 )合 祀関係

ノ

∫

呵

ぃ
一

■

八^
四
】
靖
国
神
社
合
祀
事
務
に
つ
い
て

昭^
和
”
年
５
月

１１
日
）

靖
國
神
社
合
祀
事
務
に
つ
い
て

翻
斯
鉾
五観群
日

一
、
合
祀
基
準
に
該
管
す
る
も
の
で
、
所
震
合
祀
洩
れ
と
な
つ
て
ゐ
る
も

の
の
調
査
方
法
に
つ
い
て

１
、
腹
軍
関
係
は
先
づ

「
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
」
と
し
て
東
京
都
を
調
査
の

対
象
と
し
、
石
回
事
務
官

阿^
部
事
務
官
も
同
，
）
が
都
世
話
ヌ

に
出
向
し
実
状
を
疇
取
し
、
そ
の
結
果
神
社
側
も
交
え
て
協
議
す

る
こ
と
ヽ
す
る
．

２
、
海
章
質
係
は
資
料
が
本
省
に
集
ま
つ
て
あ
る
の
で
目
下
笙
理
の
体

勢
を
整
え
つ
ゝ
あ
る
。
外
務
省
で
作
製
し
た
南
洋
庁
関
係
名
簿
が

あ
る
か
ら
こ
れ
を
神
社
で
一限
査
し
て
み
る
こ
と
．

３
．
共
済
組
合
員
関
係
は
援
護
法
に
加
え
ら
れ
る
よ
う
今
回
査
に
提
案

さ
れ
る
か
ら
通
週
す
れ
ば
今
後
自
動
的
に
援
護
局
で
資
料
を
扱
ふ

よ
う

に
な

る
．

二
、
合
祀
基
準
に
加
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
取
扱
上
保
留
と
な
つ
て
ゐ
る
も

の
。

―
、
軍
人
事
属
で
満
滉
事
変
以
降
践
地
、
事
変
地
及
び
終
戦
後
の
外
地

に
お
い
て
公
務
の
た
め
受
傷
り
病
し
、
内
地
帰
還
後
こ
れ
に
基
因

し
て
死
亡
し
た
者

但
し
、
受
場
り
病
後
六
年
を
経
遣
し
て
死
亡
し
た
者
又
は
嗜
和
二

十
七
年
四
月
二
十
八
日

平^
和
条
約
発
勁
の
日
）
以
後
に
死
亡
し

た
者
を
除
く
．

三
　
合
祀
を
保
留
さ
れ
て
あ
る
も
の
に
つ
い
て
．

０
　
軍
　
人

イ
、
販
務
団
連
死
亡
者

特^
例
法
該
営
者
）

口
、
戦
時
事
変
時
以
外
の
公
務
死
亡
者

ハ
、
三
年
以
上
経
過
死
亡
者

引^
続
き
軍
療
養
機
関
等
で
六
年
以

内
死
亡
を
除
く
〉

昭^
和
二
十
八
年
頃
に
シ
ベ
リ
ヤ
　
中
共
か
ら
帰
還
し
た
者
が

菫
名
居
る
）

②

軍
　
属

イ
、
服
務
関
連
死
亡
者

口
、
満
桝
事
変
及
び
支
那
事
変
中
の
事
変
地
以
外
で
公
務
に
因
り

死
亡
し
た
者

バ
、
二
年
以
上
経
過
死
亡
者

引^
続
き
軍
療
姜
機
関
等
で
六
年
以

内
死
亡
を
除
く
）

０
　
一　
般
　
者

イ
、
特
別
末
帰
還
著

口
、
防
空
法
に
よ
る
防
営
従
事
中
の
死
亡
者

ａ
、
公
務
員

ｂ
、　
一
般
者

＾
、
沖
縄
疎
開
学
董
死
亡
者

二
、
サ
イ
バ
ン
か
ら
内
地

へ
強
制
疎
蘭
中
の
死
亡
者

引
場
者
綸
付
金

各
隊
で
持

つ
て
ゐ
る
。

ホ
、
い■
縄
の
消
極
的
戦
闘
協
力
者

見
舞
金

ヽ
、
サ
イ
パ
ン
、
比
島
、
満
洲
等
の
消
極
的
戦
闘
協
力
者

不
明
　
支
給
さ
れ
て
ゐ
な
い
．

卜
、
何
波
丸
殉
難
者

外^
交
富
等
）

昭
和
二
十
八
年
環
米
国
か
ら
見
舞
金
が
出
さ
れ
た
．

外
務
僣
が
名
驚
を
持
つ
て
ゐ
る
．

日
本
郵
船
所
属
の
船

船
員
は
船
顔
運
営
金

チ
、
戦
争
殉
難
著

ａ
、
戦
地
に
お
け
る
戦
争
殉
難
者

し
、
内
地
に
お
け
る
戦
争
殉
難
著

り
、
軍
需
工
場
に
て
作
業
中
の
死
亡
者

地^
震
等
）

今
度
名
簿
が
出
て
来
る

合
祀
よ
し

メ
、
航
海
訓
練
一”
実
習
生
の
機
雷
遭
雛
死
亡
者

大
成
丸
関
係

０
　
軍
入
軍
属
及
び
一
般
者

イ
、
平
和
条
約
第
十

一
条
に
依
る
法
務
死
著

ａ
、
Ａ
　
級

ｂ
、
Ｂ
、
Ｃ
級
で

◎
同

一
の
罪
で
，
法
會
議
で
も
処
断
さ
れ
て
ゐ
る
者

◎
訴
因
の
反
証
を
挙
け
る
こ
と
が
議
来
な
い
者

◎
諸
和
後
の
死
亡
者

未
合
屈
者
の
状
況
は
別
紙
の
通
り
で
あ
る

（復
員
課
で
作
製
し
た
も
の
）。

（参
　
考
）

昭
和
三
十
八
年
二
月
＋
二
日
全
国
世
話
課
長
懇
談
會

神^
社
主
催
）
で

神
社
の
現
況
、
要
望
事
項
等
印
刷
配
布
し
た
も
の
の
中
合
祀
関
係
記
事

抜
率

『終
戦
後
二
十
四
回
に
亘
る
合
祀
祭
に
よ
り
、
二
百
萬
柱
の
合
祀
を
了

し
た
が
、
尚
今
後
次
の
議
点
に
つ
き
特
に
御
協
力
を
頂
き
、
こ
れ
が
完

成
を
期
し
た
い
を
へ
で
あ
る
。

０
賓
来
の
基
準
内
で
合
郵
洩
れ
の
な
い
よ
う
特
に
獅
配
慮
顧
ひ
度
い
。

０
新
に
基
準
に
加
え
ら
れ
る
分
に
つ
い
て
　
近
く
援
譲
局
よ
り
通
知
が

あ
る
こ
と
に
な
つ
て
あ
る
か
ら
、
よ
ろ
し
く
お
願
ひ
致
し
度
い
．

日
既
合
祀
の
条
神
名
一票
を
全
部
饉
ゆ
て
二
十
吉
順
に
整
理
の
結
果
、
重

複
等
疑
義
の
あ
る
も
の
が
護
見
さ
れ
た
”
、
こ
れ
を
出
来
る
だ
け
早

期
に
解
決
せ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
し
か
も
こ
れ
が
鶯
の
調
査
は
禁
神

名
票
を
作
製
し
た
県
の
原
簿
に
依
る
ス
は
な
い
の
で
、
近
く
文
書
を

以
て
こ
れ
が
罰
査
方
を
お
願
ひ
す
る
か
ら
、
右
事
情
を
御
憲
承
の
上

よ
ろ
し
く
お
願
ひ
致
し
度
い
。
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書 満ll変
戦
設
事

変
区
分

審

彗

標

華

方針

靖

日

耐

蔵

合

祀

資

格

審

査

内

規

事
変
地
以
外
ノ
地

清
謝
国

（関
東
州
フ
踪
ク

地
　
　
域

軍
人
軍
属
等
ニ
ン
テ
満
狙
事
変
〓
関
シ
、
昭
れ
六
年
九
月
十
八
日
ヨ
ツ
昭
和
十
六
年
■
二
月
七
日
迄
ノ
間
、
支
那
事
変
二
関
シ
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
ヨ

リ
昭
和
十
六
年
十
二
月
七
日
迄
ノ
ロ
ニ
終
テ
死
渋
ン
タ
ル
者
及
大
東
重
戦
争
ノ
見
昭
和
＋
六
年
十
二
月
八
日
ヨ
ツ
死
漫
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
左
譴
二
該
当
ス
ル

ト
キ
バ
之
フ
合
記
ス

ー
　
聾
苑
又
＾
戦
傷
ノ
月
死
没
ン
タ
ル
畜

艶

商懸

枷珀

嬌輝

林わ

賎

撼

鵠

幹

〕角

驚

ｒｂ

糧

％

豪

多
錮謬
嚇

已
ノ
重
大
ナ
ル
過
失
ニ
ロ
ラ
ズ
シ
テ
傷
埃
フ
受
ケ
岩
ハ
変
病
二
罹
ワ
之
ガ
“

３
　
戦
鶴
革
変
地
以
外
ノ
■
一
於
テ
　
職
役
、
事
変
二
関
ス
ル
公
務
ノ
層
傷
疾
フ
受
ケ
若
ハ
候

病
二
罹
ツ
又
ハ
撻
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
災
●
二
因
り
死
投
シ
タ
ル
者

‘
　
載
電
、
事
変
堪
等
〓
於
テ
自
殺
ン
タ
ル
者
等
一
シ
テ
妻
ノ
情
状
合
祀
フ
〓
当
卜
艶
ム
ベ
キ

者

ニ
　
本
丙
規
バ
作
戦
ノ
推
●
呉
ノ
櫃
二
依
り
多
少
改
変
ス
ル
コ
ー
ア
リ
比
ノ
場
合
ニ
ア
リ
テ
モ
合

記
颯
囲
ヲ
拡
大
セ
ブ
ル
如
ク
又
既
合
祀
者
ト
ノ
均
衡
フ
大
セ
ツ
ル
如
ク
特
二
留
憲
ス
ル
モ
ノ
ト

ス
ニ
、
〓
当
り
審
査
■
遣
蟷
ス
ペ
キ
標
準
在
ノ
如
シ
此
ノ
穫
率
二
違
■
ザ
ル
者
＾
一
応
保
留
シ
、
螢

日
更
〓
清
純
ナ
ル
標
準
ヲ
定
メ
護
議
ス

上
三
雷
彙
上
海
方
面

自

昭
和

ス
．九
ズ

至
　
同
　
一大
、
こ
、一

自

昭
和
　

　^
＾
、
ス

三
　
同
　
一
、
〓
〓
〓

至  自

同尋
＾
、　
、^
一^

一^
　
〓
ヽ
　
一

期
　
　
間

特別者 ノ
戦 戦
傷
死 死

事
変
地
外
〓
大
テ
特
定
航
仁
洒
ノ
爵
死
投
ン
タ
ル
者

ハ
央
ノ
発
病
事
変
二
関
ス
ル
公
覇
二
羞
因
シ
ユ
般
勲

こ
該
当
ス
ベ
キ
功
澄
ア
ル
者
〓
限
り
特
別
フ
以
テ
合

祀
ス本

項
ハ
西
■
利
亜
事
変
二
於
ケ
ル
特
異
事
項
ト
モ

讀
ア
ペ
ク
今
ｋ
事
変
ニ
ス
テ
バ
該
当
者
少
シ
即
ナ

該
当
事
変
〓
於
テ
ハ

「内
地
部
隊
二
於
テ
多
発
セ
ル
流
行
性
感
冒
ノ
局

死
湮
シ
タ
ル
者
ハ
奥
ノ
原
因
戦
役
二
関
ス
ル
公
輌

〓
ぎ
因
シ
■
議
勲
二
該
当
ス
ペ
キ
功
続
ア
ル
者
〓

限
り
合
祗
ス
」

卜
定
メ
ラ
ン
タ
ル
ニ
端
′
発
シ
爾
来
蒲
州
事
変
二
及

ピ

タ

ル
モ
ノ
ト

ス

轟
翻
謹
髪
”肝
卸躍
翻
♂
酔

獣
ヲ
以
テ

旦^
泄
ス

特

定

流

行

病

死

投

人

軍

■
罐
鯉
”
爺
錨
襲蒻
機
”
鍼
諄
策
難
縮

チ
賢
議
ス

ニ
　
事
蛮
地
ノ
館
釈
二
就
テ
＾
関
東
“
　
駆
鮮
等
隣
接
地
域
ハ
威
ル
ベ
ク
厳

密
〓
シ
範
囲
ヲ
膨
薇
セ
シ
メ
デ
ル
フ
要
ス

三
　
事
変
動
蒻
ノ
解
釈
フ
厳
ニ
ス
ル
フ
要
ス

０
　
内
地
勤
務
ハ
大
体
〓
ス
テ
合
祀
セ
ツ
ル
フ
原
則
ト
シ
特
別
ノ
者
ハ
考

慮
ス

②
　
事
変
地
べ
輸
送
途
中
ノ
死
設
置
バ
，
日
一指
肇
譲
―
シ
■
ｇ
ス

一
、
昭
和
十
三
年
二
月
二
＋
日
以
前
ノ
原
因
〓
困
ル
著
バ
自
己
ノ
重
大
ナ
ル

過
失
ニ
ア
ラ
ツ
ル
限
り
全
部
合
祀
ス

嘔卸馨計駆融機ル斬噸卜爆̈
「
ま者
バ在蒲三ケ月以上ノ著
へ特

ぴ
醸
製
麟
撃
鉾
罐
藤欝
議
振
臨
澪
夕著
ハ

０
ス

内
地
帰
遺
後
ノ
発
一薔
バ
燿
通
後
一
年
以
内
ノ
モ
ノ
フ
取
政
ヘ
ズ
奮
餞

◎
　
事
変
地
ノ
傷
病
卜
死
国
卜
＾
直
接
関
係
ナ
キ
場
合
二
ヽ
テ
モ
前
者
カ

後
者
ノ
誘
因
ノ
一
ツ
ト
認
メ
得
ル
モ
ノ
ハ
麓
議
ス

０
　
事
変
地
讐
”
者

一
旦
消
癒
退
粽
シ
後
日
基
嬌
ノ
ロ
死
漫
シ
タ
ル
者
ハ

死
因
毬
摘
卜
事
変
地
罹
狸́
‘
籠
ト
ノ
個
二
関
係
フ
認
メ
停
ル
モ
ノ
ハ
議

議
ス

特

定

流

●

痛

以

外

ノ

疾

病

及

不

慮

死

自
己
の
重
大

ナ
ル
週
央
又

ハ
砿
嵐
恥
テ

ラ
ツ
ル
モ
ノ

ハ
庇
ル
ベ
ク

全
罐麺韻″翡

至
当
卜
認

ム
ル
モ
ノ

自

殺

一
、
軍
属
ハ
軍
人
〓
比
シ
更
〓

厳
選
主
義
ト
シ
死
波
当
時
ノ

“
務
汲
状
況
〓
依
り
ａ
議
ス

ル
ヲ
原
則
ト
ス

審
査
＾
軍
事
奮
動
〓
参
加
シ

タ
ル
期
間
及
失
ノ
本
質
特
〓

ツ
キ
査
定
シ
有
意
蓄
、
陸
密

軍
祠

昭^
和

一
二
、　
■
一

六
、
陸
審
第

一
四
六
二
号
蓼

照
）
、
無
宣
誓
軍
腐
ノ
瞑
壼

ニ
ヨ
ツ
箕
ノ
厳
選
ノ
度
フ
加

フ
ル
モ
ノ
ト
ス
殊
こ
多
嶺
ノ

報
酬
ヲ
受
ケ
必
任
義
夢
ノ
軍

人
ヽ
大
イ
ニ
趣
ヲ
異
ニ
ス
ル

者
ア
ル
ニ
注
意
ス
ル
フ
要
ス

又
実
ノ
身
分
例
ヘ
バ
月
留
民

ノ
議
一ヨ
宕
護
婦
ノ
猿
ノ
混
入

シ
ア
ル
フ
考
慮
セ
ザ
ル
ベ
カ

ラ
′

一、
戦
死
輩
傷
死
以
外
ニ
ン
テ

昭
和
■
三
年
二
月
二
十
日
以

後
ノ
原
因
ニ
ヨ
ル
モ
ノ
ハ
〓

記
期
間
以
上
事
変
地
勤
務
ニ

従
事
シ
タ
ル
モ
ノ
ー
ス

蒻＝末月̈赫嗜壽〓

軍

　

属

一
、
滴
州
目
軍
二
層
補
中
ノ
帝

国
軍
人
ハ
日
本
軍
ノ
ミ
■
ニ

＾
テ
織
関
シ
之
ガ
タ
メ
崚
死

ヌ
ハ
崚
傷
フ
受
ケ
死
投
シ
其

ノ
情
状
合
記
ノ
通
当
卜
認
メ

タ
ル
者
二
晨
ツ
薔
則
甦
議
ス

満
州
目
軍
二
層
機
中
ノ
贅

二
腐
ル
泄
ノ
綺
州
国
冨
庁

尊
二
層
備
中
ノ
者
ハ
含
マ

デ
ル
モ
ノ

、
ス

一、
召
集
〓
ブ
レ
，
ル
事
変
地

層
住
ノ
〓
郷
軍
人
バ
所
属
軍

は
な
ウ
繭
＾
肇
殉
旭
御
嚇
オ

之
ガ
爵
穀
死
又
ハ
螢
撼
フ
受

ケ
死
波
シ
其
ノ
情
状
全
縦
ヲ
一

真

他


